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　幼年消防クラブ結成20周年法被贈呈式が4月20日に、春の火災予
防運動の一環として、標津・川北の両幼稚園で行われました。幼年消
防クラブは平成6年4月1日に結成された、幼児が対象の防火団体で、
避難訓練や防火餅つきなどの体験を通して、子どもたちの防火意識
を高めることなどを目的としています。　
　標津幼稚園では、園児たちが新しい法被を松実消防署長、千葉消防
団長、熊谷女性消防団部長に着せてもらった後、「ぼくたち、わたした
ちは、お父さんお母さんの言い付けを守り、絶対に火遊びはしませ
ん」と敬礼しながら元気に誓いの言葉を述べました。

「ぼくたち、わたしたちは火遊びしません」
新しい法被で、園児たちが防火への誓い！
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①北５西１　　②無　職
③無所属・新　④１
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①南１西４　　②漁　業
③無所属・現　④２
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①北２西１　　②無　職
③無所属・現　④４
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①川　北　　　②無　職
③無所属・現　④８
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お

（
　
歳
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75
①南１西１　　②政党職員
③日本共産党・現　④７

   金
  
田
 

か
ね
 

た

 
照
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て
る
 

お

（
　
歳
）

56
①南５西３　　②会社役員
③無所属・新　④１

   大
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（
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）

68
①北４西３　　②無　職
③無所属・現　④３
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61
①川　北　　　②会社役員
③無所属・現　④２

   石
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し
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ゆ
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（
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63
①南２西１　　②会社役員
③無所属・現　④３

■所属委員会等一覧表（敬称略）※［　］の委員は複数所属■議員紹介（議席順、敬称略）
任
期
　平成27年5月1日～

　平成31年4月30日【4年間】

①住　所　　　　　②職　業

③党派、現・新別　④当選回数

　委員会等名称 ◎委　員　長　　○副委員長 　　　　委　員

総 務 経 済 ◎吉田　智　　○石橋昌幸　　　高橋幹雄
常 任 委 員 会 　木下　孝　　　金田照男　　　［山崎英司］

文教福祉建設 ◎南　憲治　　○大垣　勇　　　小川悠治
常 任 委 員 会 　山崎英司　　　［高橋幹雄］　　［金田照男］

　　　　　 ◎木下　孝　　○大垣　勇　　　小川悠治
　　　　　　　　　南　憲治　　　吉田　智 

　　　　 ◎大垣　勇　　○吉田　智　　　金田照男
 　　　　　山崎英司

監 査 委 員 　石橋昌幸 ※有識者（代表監査委員　西田正夫氏）と議会
議員選出者の２人で構成されています

議会運営委員会

広報特別委員会

   南
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け
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じ
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マイナンバー制度が始まります
　平成25年５月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

が成立し、マイナンバー制度が導入されることになりました。

　３月号でお知らせしたとおり、“マイナンバー”の利用は平成28年１月からスタートします。

  特設ホームページ  　※制度の詳細やよくある質問（FAQ）が掲載されています
　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

  特定個人情報保護委員会 
　http://www.ppc.go.jp/

  国　税　庁 
　http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm

  総務省（地方税関係） 
　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/56538.html

  厚生労働省 
　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html

・他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由がなく提供したりすると、処罰されることがあります。
・マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、さまざまな対策を講じます。

法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律律でででででででででででででででででででででででで定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめらららららららららららららららららららららららられれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目目的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外ででででででででででででででででででででででででママママママママママママママママママママママママイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンババババババババババババババババババババババババーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーをををををををををををををををををををををををを利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用ししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
　　　　　　　　他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人にににににににににににににににににににににににに提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供ししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるここここここここここここここここここここここここととととととととととととととととととととととととははははははははははははははははははははははははででででででででででででででででででででででででききききききききききききききききききききききききまままままままままままままままままままままままませせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ他人に提供したりすることはできませんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
法律で定められた目的以外法律で定められた目的以外ででマイナンバーを利用したりマイナンバーを利用したり、、
　　　　　　　　他人に提供したりすることはできません他人に提供したりすることはできません。。

■国では、マイナンバーに関するホームページを開設しています

ママママママママママママママママママママママママイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンババババババババババババババババババババババババーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーはははははははははははははははははははははははは一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使ううううううううううううううううううううううううももももももももももももももももももももももももののののののののののののののののののののののののでででででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切ににににににににににににににににににににににににししししししししししししししししししししししししててててててててててててててててててててててててくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだささささささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいマイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。マイナンバーマイナンバーはは一生使うもの一生使うものです。です。大切大切にしてくださいにしてください。。

行政機関や地方公共団体などで、さまざ
まな情報の照合や入力などに要している
時間や労力が大幅に削減されるとともに、
より正確に行えるようになります。

行政の効率化
添付書類の削減など、行政手続きが簡素
化され、負担が軽減されます。情報提供
など記録開示システムによる情報の確認
や提供などのサービスを利用できます。

国民の利便性の向上
所得や他の行政サービスの受給状況を把
握しやすくなり、脱税や不正受給などを
防止するとともに、本当に困っている方
にきめ細かな支援を行えます。

公平・公正な社会の実現

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

・市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
・通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送することなどにより、
　市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。 愛称：

マイナちゃん
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平成27年10月から平成27年10月から、、国民の皆さま一人ひとり国民の皆さま一人ひとりにに
　　12桁のマイナンバー（個人番号12桁のマイナンバー（個人番号））が通知されます。が通知されます。

・年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や福祉の給付、確定申告など税の手続きなど、法律で定められた事
務に限って、マイナンバーが利用されます。

・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成222222222222222222222222888888888888888888888888年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年111111111111111111111111月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららららららららららららららら平成28年1月から、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、ママママママママママママママママママママママママイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンババババババババババババババババババババババババーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーははははははははははははははははははははははははマイナンバーは社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対社会保障、税、災害対策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策のののののののののののののののののののののののの行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続ききききききききききききききききききききききききでででででででででででででででででででででででで利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用ししししししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすの行政手続きで利用します。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。平成28年1月から平成28年1月から、、マイナンバーはマイナンバーは社会保障、税、災害対社会保障、税、災害対策策の行政手続きで利用しますの行政手続きで利用します。。
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システム面における保護措置
①　個人情報を一元的に管理せずに、分数管理を実施
②　個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
③　アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
④　通信の暗号化を実施

制度面における保護措置
①　番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁
止（番号法第20条、第28条）
②　特定個人情報保護委員会による監視・監督（番号法第50条～第52条）
③　特定個人情報保護評価（番号法第26条、第27条）
④　罰則の強化（番号法第67条～第77条）
⑤　マイ・ポータルによる情報提供など記録の確認（番号法附則第６条第５項）

社会保障・税番号制度における安心・安全の確保

マイナンバー（社会保障・税番号）制度に関するお問い合わせは…

コールセンター緯0570-20-0178 ※9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除く）

・カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子
証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。

・マイナンバーの通知後に市区町村に申請す
ると、個人番号カードが交付されます。

・e-Taxなどの電子申請などが行える電子証

明書も標準搭載されます。

・市区町村が条例で定めるサービスにも利用
できます。

・住基カードは有効期限まで利用できます。
ただし、個人番号カードとの重複所持はで
きません。

・個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏
えいするのではないかといった懸念。

・個人番号の不正利用（例：他人の個人番号を用いた成りすまし）などにより財産その他の被害を負
うのではないかといった懸念。

・国家により個人のさまざまな個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるので
はないかといった懸念。

番号制度に対する国民の懸念

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドににににににににににににににににににににににににはははははははははははははははははははははははは機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機微微微微微微微微微微微微微微微微微微微微微微微微なななななななななななななななななななななななな個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報はははははははははははははははははははははははは記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録さささささささささささささささささささささささされれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれまままままままままままままままままままままままませせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん※カードには機微な個人情報は記録されません。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。※カードには機微な個人情報は記録されません※カードには機微な個人情報は記録されません。。

個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番番号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドはははははははははははははははははははははははは個人番号カードは、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認ののののののののののののののののののののののののたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたためめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめのののののののののののののののののののののののの身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書ととととととととととととととととととととととととししししししししししししししししししししししししてててててててててててててててててててててててて使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使使ええええええええええええええええええええええええるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか本人確認のための身分証明書として使えるほか、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ささささささささささささささささささささささささままままままままままままままままままままままままざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざままままままままままままままままままままままままななななななななななななななななななななななななササササササササササササササササササササササササーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーービビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビススススススススススススススススススススススススにににににににににににににににににににににににに利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用ででででででででででででででででででででででででききききききききききききききききききききききききまままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすさまざまなサービスに利用できます。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

個人番号カー個人番号カードドは、は、
本人確認のための身分証明書として使えるほか本人確認のための身分証明書として使えるほか、、

さまざまなサービスに利用できますさまざまなサービスに利用できます。。
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受章された矢部さん

人山ができた巨大チョウザメ「エサガブ」SHOW

指導林家に認定された素利さん

賞状を手に気合十分の古川くん

元標津町議会議員
矢部武さんが旭日双光章を受章
　春の叙勲で矢部武さん（北川北）が旭日双光章の栄誉
に輝き、5月8日、札幌市で行われた知事伝達式と、同
12日、東京都で行われた拝謁に出席しました。
　矢部さんは、昭和46年5月、地域住民からの大いな
る信頼と期待を担い標津町議会議員に初当選。以来、
平成7年4月までと再選した同9年6月から同15年4月
までの、通算8期29年余の永きにわたる在職期間中、
産業建設常任委員会委員長、厚生文教常任委員会委員
長などの要職を歴任されました。
　この間、議会の公平円滑な運営を図るとともに、地
方自治の振興、住民福祉の向上や産業の発展などに大
きく貢献をされました。

　地域の林業振興への寄与が評価され、素利敏春さん
（東川北）が北海道から指導林家に認定されました。
　認定証交付式は5月11日に役場で行われ、金澤町長
立ち会いの下、神田根室振興局森林室長が素利さんに
認定証と腕章、バッジを手渡しました。
　本事業は地域の模範となる林業経営を行い、人格・
見識に優れ指導活動ができる林家を、指導林家に認定
し、林業普及事業における指導者として活用するもの
で、平成12年から実施されています。
　これまで全道で313人が認定。素利さんは管内で7
人目、本町では4人目の認定者となりました。

林業振興への寄与が評価され
素利敏春さんが指導林家に認定

好天のゴールデンウィーク
老若男女がサーモンパークを満喫
　5月2日～6日まで行われた「標津サーモンパーク春
まつり（NPO法人サーモンサイエンスミュージアム主
催）」に、3,933人が来場しにぎわいました。
　毎年恒例のシロザケ稚魚の放流式や群泳展示に加え、
指パク体験で人気者のチョウザメにスポットを当てた
「チョウザメ～謎多き古代魚～」を開催。サケ同様、産
卵のため川に遡上する生態的特徴などを、北大との共
同養殖試験の研究成果を交えて紹介しました。
　期間中、サーモンハウスでは、連動企画として1日
10個限定で“チョウザメバーガー”を販売。鮮やかな特
製グリーンソースが目を引くボリューム満点な一品は好
評で、連日人気が集まっていました。

日本空手協会弘道会標津支部
古川選手が全国大会に進出！
　4月18日～19日に旭川市で行われた「第53回全北海
道空手道選抜選手権大会小学5年男子組手の部」で、日
本空手協会弘道会標津支部（早川弘三支部長）の古川
勇之進くん（標津小）が準優勝の成績を収め、8月1日
から静岡県で開かれる「第58回全国空手道選手権大
会」への出場を決めました。
　古川くんは、「全道大会では、他の選手に気迫で負け
ないように声を出すことを頑張った。今は踏み込みと
腕の引きをしっかり行うことを意識して練習している。
全国大会では少しでも上位に行けるように頑張りた
い」と、意気込みを話してくれました。
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　5月19日に標津町結婚活動支援プロジェクト協議会（以下「婚活協議会」）設立会議を開催し、平
成27年度の事業計画や予算案などが承認されました。
　婚活協議会は役場2階に相談室を設置し、これまで農協内に事務局を置いて活動してきた「農業後
継者対策推進協議会」と連携して婚活支援事業に取り組んでいきます。

■婚活協議会の活動内容
　おおむね25歳～45歳までの町民で結婚を望み、協議会による活動支援を希望さ
れる方（支援希望者）を対象に、婚活相談のほか、個人交流会や集団交流会の開催
などを行い、男女の「出会いの場づくり」に取り組み、出会い・婚活・結婚を応援
します。
　また、結婚願望の薄い方などにも、広く婚活イベントへの参加呼びかけや結婚の
勧奨活動を行います。

■支援希望者の登録
　支援希望者の登録に当たっては、6月中におおむね25歳～45歳の独身者に郵送による支援希望意
向調査を行ないますので、ご理解・ご協力をお願いします。　なお、支援を希望する方には、予定し
ているさまざまな出会いイベントや個人交流会などへの参加を呼び掛けます。
　ぜひ、婚活協議会による活動支援をご希望・ご利用ください。

～ 婚活･結婚に関するご相談など、お気軽にご連絡ください ～

問合先　結婚活動支援プロジェクト協議会　緯82-2131（内線235）

　1月号でお知らせした原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税額引き上げについて、税制改

正により引き上げ時期が1年延期になりました。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の
税額引き上げが1年延期になりました！！

年　　税　　額
車　　　両　　　区　　　分

平成28年度から平成27年度まで

2,000円1,000円50呪以下

原動機付自転車 2,000円1,200円50呪超～90呪以下

2,400円1,600円90呪超～125呪以下

3,700円2,500円ミニカー

2,400円1,600円農耕作業用のもの
小型特殊自動車

5,900円4,700円その他のもの（フォークリフトなど）

3,600円2,400円軽二輪（125呪超～250呪以下）

6,000円4,000円小型二輪（250呪超）

3,600円2,400円専ら雪上を走行するもの（スノーモービル）

納税相談はお気軽に税務課へ　緯82－2131（内線108、109、120）

標津町結婚活動支援プロジェクト協議会設立!!
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　国民健康保険税（以下「国保税」）は、その年の予測される医療費を算出し、そこから皆さまが病

院の窓口で支払う一部負担金や、国・道などの補助金などを差し引いた残りを、国保加入者からの

国保税の納付で賄う形で運用されています。

　本町の国保制度は、加入者の高齢化や医療の高度化による医療費の増加などから、厳しい財政状

況が続いています。平成26年度末時点で国民健康保険特別会計が赤字となる見込みであり、今後

も極めて厳しい財政運営が続くと予測しています。

　つきましては、平成24年度から税率を据え置いてきましたが、国保財政の健全化を図るため、5

月8日開催の議会臨時会で国保税の税率を下記のとおり改定しました。また、国の制度改正と同様

に、国保税の課税限度額を81万円から85万円に改定しました。
　今回の改定により、国保加入者の皆さまに国保税の負担増をお願いすることとな
りますが、皆さまの健康を支える国保制度を持続可能なものとするため、町としても特定健康診
断の受診率の向上による重症化の予防や、国保税のさらなる徴収強化により、税の公平負担に努め

ていきますので、今後も引き続きご理解とご協力をお願いします。

■平成27年度の国保税の税率および課税限度額の改定について

標津町国民健康保険からのお知らせ

1日当たり医療費1件当たり医療費総 日 数総 件 数総 医 療 費年　度

18,753円21, 228円37,449日33,084件7 0 2,290,908円24年度

19, 1 22円21,404円36,1 74日32,3 1 6件69  1 , 703, 842円25年度

19,474円21,47 1 円34, 358日31, 1 63件669, 1 07, 830円26年度

【参考】本町国保加入者の近年の医療費の現状

※１件当たり医療費および１日当たり医療費が近年増加傾向です。これは、１回の診療
または入院でかかる医療費が高くなり、国保税の負担が増えていることを表しています。

前 年 差 引平成27年度介　護　分後　期　分医　療　分区　　　分

＋0.5％10.50%1.50%2.50%6.50%所　得　割

＋2,600円40,600円6,000円8,600円26,000円均　等　割

＋7,900円50,900円5,700円10,200円35,000円平　等　割

＋４万円85万円16万円17万円52万円課税限度額

※介護分は40歳～64歳の方が対象です

■国保税の税率および課税限度額について

敢　本町国保加入者の1件当たり医療費 柑　本町国保加入者の1日当たり医療費
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　低所得世帯に対する軽減措置について、国の制度改正に伴い、本町も同様に改定しました。
　これにより、軽減対象者が拡大されました。
　※軽減判定には国保加入者でない世帯主の所得も含まれます。

①　7割軽減世帯…所得合計額が「33万円」以下の世帯（前年度と変更なし）
②　5割軽減世帯…所得合計額が「33万円＋（加入者・特定同一世帯所属者数×26万円【※1】）」

以下の世帯
　　　　　　　　　　　　　　 　【※1】24.5万円 → 26万円に改定
③　2割軽減世帯…所得合計額が「33万円＋（加入者・特定同一世帯所属者数×47万円【※2】）」

以下の世帯
　　　　　　　　　　　　　　 　【※2】45万円 → 47万円に改定

■低所得世帯に対する軽減措置について

問合先　住民生活課　国民健康保険担当
緯82－2131　内線（130、134、136）

　国保税の納税通知書は世帯主に送付（6月上旬に郵送予定）されます。
　世帯主が国保以外の保険（社会保険や後期高齢者医療保険）に加入していても、その世帯に国保
加入者がいれば、国保税の納税義務者は世帯主（※擬主）となります。
　なお、国保加入者でない世帯主の所得は国保税額の計算に含まれません。

■納税義務者は世帯主となります

　国保税の納期は下表のとおりですので、お間違いのないようご注意ください。

　なお、平日は仕事で納めに行くことができない方などは口座振替が便利です。

口座振替期日は、毎月『25日』（となりますので、ぜひご利用ください。

■国保税の納期および口座振替期日について

【納期一覧表】
納　　期　　限納　　期納　　期　　限納　　期

11月1日から同月 末 日まで第　6　期6月1日から同月末日まで第　1　期

12月1日から同月25日まで第　7　期7月1日から同月末日まで第　2　期

 1月1日から同月 末 日まで第　8　期8月1日から同月末日まで第　3　期

 2月1日から同月 末 日まで第　9　期9月1日から同月末日まで第　4　期

 3月1日から同月25日まで第　10　期10月1日から同月末日まで第　5　期

６
月
か
ら

【振替期日は毎月25日】
○振替期日が土日・祝日の場合は、翌営業日に振替となります

○分納回数などの相談は随時受け付けていますので、お気軽に下記へご連絡ください

　※【特定同一世帯所属者】とは？
　国保から後期高齢者医療制度に移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属している方の
ことです。ただし、世帯主の変更があった場合は特定同一世帯でなくなります。

※【擬主（ぎぬし）】って？
　国保税は国民健康保険法に基づき、住民票上の世帯主が納税義
務者となりますが、その際に国民健康保険の被保険者ではない世
帯主を「擬主」（擬制世帯主）と言います。
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　③　被用者保険の被扶養者だった方の軽減

●　この制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方については、所得割はかか

らず、均等割が9割軽減となります。

※被用者保険とは、協会けんぽなど主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のこ

とで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

　②　所得割の軽減

　　●　被保険者個人の所得で判定します。

軽減割合所得が次の金額以下の方

５割軽減所得から33万円を引いた額が58万円以下の方

■　平成27年度の保険料は、7月に個別にお知らせします
　保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」

の合計で計算します。 

≪保険料の計算方法≫

○1年間の保険料の上限額は57万円です。

○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたもの

です。

＋ ＝
均 等 割

【１人当たりの額】

51,472円

所  得  割
【被保険者本人の所得に応じた額】

（平成26年中の所得－33万円）×10.52％

１年間の保険料
【限度額57万円】

（100円未満切り捨て）

◆　保険料の軽減 
　①　均等割の軽減　

　　●　軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。

　　●　被保険者でない世帯主の所得も判定の対象となります。

●　昭和25年1月1日以前に生まれた方の公的年金などに係る所得については、さらに15

万円を引いた額で判定します。

所得が次の金額以下の世帯

33万円かつ被保険者全員が所得0円
（年金収入のみの場合、受給額80万円以下）

33万円

33万円＋（26万円×世帯の被保険者数）

33万円＋（47万円×世帯の被保険者数）

軽減後の年間均等割額軽減割合

5,1 47円【年額】９割軽減

7,720円【年額】８.５割軽減

25,736円【年額】５割軽減

41,1 77円【年額】２割軽減

後期高齢者医療制度のお知らせ
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問合先　住民生活課　医療給付担当
緯82－2131　内線（130、134、136）

◆　保険料の減免
　保険料のお支払いが困難な場合は、住民生活課医療給付担当へご相談ください。

　災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料

のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

　すでに病院に受診されている方も、現在のからだの状態を知ることで自分の健康管理に

役立てることができますので、健康診査を受けることをお勧めしています。

～健康診査を受けることでこんな良いことがあります～

病気を悪化させない
生活の工夫について
知ることができます

今の健康生活を続けていく
励みになります

自分の健康を自分で
確かめることができます

生活習慣病を軽症のうちに
見つけることができます

病気が悪化していないか
確かめることができます

■　健康診査を受けましょう！
　病気の予防、病気を悪化させないためには、定期的な健診が重要です。いくつになっても元

気でいきいきと過ごすために、健診を受けて健康管理に努めましょう。

◆　保険料の納付方法
　保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。

●　「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、お申し出の時期によっ

て異なります。

●　税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。

（年金からのお支払いの場合、お支払いいただくご本人の社会保険料控除の対象にな

　ります）

「口座振替」を希望される方は、各金融機関で手続きをしてください
（手続きに必要なもの：振替する口座の預金通帳、通帳印）
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「標津ブランドづくり」地産地消情報

標津の水産物を知ろう！
　標津の海は四季折々においしい魚介類が水揚げされます。今月号から地元の水産物について理解を

深めて、その魅力を再発見するため、各種水産情報を発信していきます。

　第1回目は晩春から初夏の高級魚「トキシラズ」です。

　水揚げ直後の船上で、
一尾一尾丁寧に活〆処
理を行っています。
　不安定な船上作業の
中、魚本来の旨さを凝
縮させ、より一層おい
しい魚を届けるため、
漁師自ら品質向上をめ
ざした付加価値対策に
取り組んでいます。

　活〆処理された標津産ト
キシラズは、産地市場にて
専用のタグ付けがされます。
　これにより全国各地へ出
荷後も産地を明確にし、他
産地との差別化、“標津ブ
ランド”の知名度向上にも
つながっています。

生産番号入り専用タグを付けて出荷

第 1回

トキシラズ

　大根おろしやレモンなどを添え
てさっぱりと食す“塩焼き”は抜
群に美味です。また、旨さの技法
「船上一本〆」（活〆）を実践して
いるため、本来の旨みを堪能でき
る刺身やルイベもオススメです。

オススメの食べ方は？

　種類はシロザケで、秋の秋サケ
と同じです。「時を知らずに帰っ
てくるサケ」を由来とし、一般に
はトキ、トキサケ、トキシャケな
どと呼ばれます。暦の上では立夏
を過ぎたころ水揚げされることか
ら「夏サケ」とも言われます。

種類は？名前の由来は？
秋サケより脂があるの？

　その年の秋に産卵期を迎えるた
め、生殖巣（卵巣・精巣）が未成
熟で栄養が取られていない分、身
に脂がのっています。

〇100ｇ当たり脂質量比較 （標津産魚）

秋サケトキシラズ

2.4～3.0g4.0～6.3g背　肉
3.0～5.0g8.4～11.0gハラス

　標津の桜（チシマザクラ、エゾ
ヤマザクラ）が咲く5月頃から漁
獲されはじめ、7月まで漁期があ
ります。（最盛期は6月）

水揚げ時期は？旬は？

　ロシアのアムール川などの河川
からふ化した群れが、太平洋沿岸
に回遊したものと推測されていま
す。

どこから来てるの？

付
加
価
値
向
上
対
策

標
津
流

漁師自ら魚の価値をさらに高める技法

※成熟度・個体差により数値は変動します

　5月7日、船上一本〆（活〆）ト
キシラズ310尾745.2キロが初め
て競りにかけられました。当日、
大きい魚は3.8キロ/尾で、キロ当
たり2,800円の浜値が付きました。

今年のトキシラズ初めて競りに！
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　魚の品質や鮮度を向上させる活〆技法のこ
とを、標津町独自の呼称として“船上一本〆”
と命名しました。トキシラズや秋サケの場合
は、特に「脱血」を主体に活〆を実践してい
ます。

の効果

（船上のトキシラズ活〆作業）

通常（野〆）

　右の写真は「トキシラズ」です。船上一本
〆（上）と通常（下）を見比べても血液の量
が違います。このように血液を抜くこと
で、 次の効果が顕著に現れます。
①　肉質の色合いがよくなります
②　肉質に張りがでます
③　酸化が抑制されます
④　生臭みが低減されます
⑤　さばく際、まな板に血液の付着が極めて
　　少なくなります

旨さの秘訣　　脱血効果

　冷却とあわせて死後硬直の遅延により、鮮
度が保持されます。
①　肉質のうっ血が防止されます
②　肉質に張りがでます
③　歯ごたえ感が維持します
④　品質が長く保持できます

※即殺技法は主にカレイ類などに実践しています

旨さの秘訣　　即殺効果

〇春～初夏にかけて漁獲される水産物（※魚種抜粋、実物と画像の大きさおよび魚種によって漁期は異なります）

そ
の
他
コ
マ
イ
、タ
ラ
、タ
コ
な
ど
の

魚
介
類
が
水
揚
げ
さ
れ
て
い
ま
す
。

★トキシラズの漁獲動画および特産品情報配信中。詳しくはWEBで！（パソコン、スマートフォン対応）

ホタテ貝

検　索しべつさん標津ノ特産品をご紹介！！

　標津産トキシラズは平
成21年から活〆を実践
し、現在ではほぼ全量の
99.5％ /3カ年平均が活
〆出荷されています。
（3カ年平均6千尾超）

トキシラズの活〆実践率

毛ガニ

問合先　農林水産課 地場産品振興対策室　緯82－2131（内線218）

エゾバカガイ（青柳） ウバガイ（ホッキ貝）

マツカワホッケ

サクラマス

クロガシラガレイ
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災災害害時時のの備備ええはは万万全全でですすかか？？災害時の備えは万全ですか災害時の備えは万全ですか？？ Vol.33

　昨年9月の御嶽山の水蒸気爆発や、今年に入ってから箱根山の火山活動が活発化してい

ることで、全国的に火山噴火への関心が高まっています。

　日本は狭い国土面積にもかかわらず、世界の約１割の火山が分布する火山大国で、中で

も北海道東部から北方領土にかけて非常に多くの火山が分布しています。

　火山から100㎞程度は降灰など噴火の影響を大きく受けることがありますが、本町の半

径100㎞圏内は、雌阿寒岳、雄阿寒岳、アトサヌプリ（硫黄山）、摩周岳、天頂山、羅臼岳、

知床硫黄山、そして国後島の泊山と羅臼山の計9つもの活火山が分布する、世界有数の火

山の密集地域です。

　火山活動は数十万年以上継続するものがあり、たとえ最近千

年程度噴火していなくても、活動が収まったわけではありませ

ん。火山にとっての千年は、人の一生に例えると１カ月程度です。

　何の前兆もなく火山が突然噴火することは極めてまれで、通

常は噴火前に地震や噴気活動の変化など、何らかの前兆現象が

観測されます。新聞やテレビ・ラジオで火山活動の話題が出た

場合は、注目するようにしましょう。

問合先　住民生活課　防災担当　緯82－2131（内線126）

ごみ処理の手続きや費用など詳しくは…
住民生活課 環境衛生担当　緯82-2131（内線131）

　ごみはごみステーションに出す以外に、処分場へ直接持ち込んで処分することができます。処分

場へ直接持ち込むための手続き・費用は次のとおりです。

～ 搬 入 手 順 ～

　①　直接搬入券を購入する（役場または川北生涯学習センターで取り扱っています）

　②　ごみの種類ごとに該当する処分場へ搬入する

不燃ごみ・粗大ごみ（金属製のごみを除く）崎無異最終処分場

上記以外のごみ（可燃ごみ・資源ごみ・金属製のごみなど）清掃センター（トド山）

～ 費　　　用 ～

　車の大きさによって異なります。（例）乗用車・軽トラック：1,080円／台　など

・各処分場へは、月～土曜日に搬入が可能です（日曜・祝日休業）
・搬入時間は　崎無異最終処分場　9時～16時
　　　　　　　清掃センター　　　9時～12時　です
・１枚の直接搬入券で両方の処分場へ搬入できますが、　荷降ろしの際に時
　間がかからないよう、ごみはできるだけ分別して車に積み込んでください
・家電リサイクル対象品、パソコン、バッテリー、タイヤなどの処理困難物は持ち込みできません

処分場への直接搬入時の注意点

ごみは処分場へ直接持ち込むことができまごみは処分場へ直接持ち込むことができますす
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Vol.61

4月21日、保健福祉センターひま
わりで撮影。
（　）は保護者（敬称略）。

　このコーナーは、２カ月に１回
「ひまわり」で実施している１歳
６カ月児健診を受診したお子さん
を保護者の了承を得て紹介してい
ます。
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。

　
私
は
安
定
し
た
収
入
を
得

ら
れ
る
職
業
に
つ
き
、
安
心

し
た
余
生
を
送
れ
れ
ば
い
い

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
私
は
都
会
が
嫌
い
な
の

で
地
域
の
活
性
化
に
貢
献
で

き
る
よ
う
な
職
業
に
就
き
た

い
で
す
。

　
最
初
に
も
書
き
ま
し
た
が
、

は
っ
き
り
と
夢
は
決
ま
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
強
い
て
言
う

な
ら
こ
れ
が
私
の
夢
で
す
。

◇
　
　
　
　
◆

※
８
月
号
は
標
津
高
等
学
校

生
徒
の
夢
を
紹
介
し
ま
す
。

「わたしの夢」

 矢  吹 　 明  寛 　さん
や ぶき あき ひろ

（川北中学校３年）

私
Vol.

126

北村　 優  菜 ちゃん
ゆう な

（圭一郎）
長田　 青  空 ちゃん

そ ら

（雅裕）

下本　 純  輝 くん
あつ き

（卓矢）
遠藤　 太  虎 くん

たい が

（太五郎）
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 歯
と
口
の
健
康
週
間
 

　
６
月
は
、
歯
と
口
の
健
康
週

間
（
６
月
４
日
～
　
日
）
が
あ

10

り
ま
す
。
自
分
の
歯
の
健
康
は
、

自
分
自
身
で
し
か
守
れ
ま
せ
ん
。

５
年
後
・
　
年
後
の
自
分
の
た

10

め
に
、
今
、
お
口
の
中
と
向
き

合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

 む
し
歯
の
な
い
子
の
表
彰
式
 

　
町
で
は
、
平
成
　
年
度
か
ら
、

12

３
歳
児
で
む
し
歯
の
な
い
子
を

表
彰
す
る
「
歯
っ
ぴ
ー
☆
Ｋ
Ｉ

Ｄ
Ｓ
（
キ
ッ
ズ
）
表
彰
式
」
を

行
な
っ
て
き
ま
し
た
。
図
１
は
、

平
成
　
年
度
（
以
下
、
Ｈ
　
）

12

12

と
平
成
　
年
度
（
以
下
、
Ｈ
　
）

26

26

の
３
歳
児
健
診
で
の
む
し
歯
状

況
で
す
。
Ｈ
　
は
約
半
数
の
３

12

歳
児
が
む
し
歯
に
な
っ
て
い
ま

し
た
が
、
Ｈ
　
は
４
人
に
１
人

26

と
、
む
し
歯
に
な
る
子
が
半
減

し
ま
し
た
。
１
人
平
均
む
し
歯

数
も
約
　
本
か
ら
約
　
本
へ
と

2.5

1.2

半
減
し
て
き
て
い
ま
す
。

 ５
歳
児
の
む
し
歯
 

　
永
久
歯
に
生
え
変
わ
る
直
前

の
５
歳
児
（
年
長
児
）
の
む
し

歯
罹
患
率
を
全
道
・
全
国
と
比

較
す
る
と
、
本
町
は
む
し
歯
に

な
っ
て
い
る
子
が
多
い
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
（
図
２
）。

 　
歳
児
の
む
し
歯
 

12　
永
久
歯
の
む
し
歯
指
数
を
表

す
　
歳
児
（
中
学
１
年
生
）
の

12
１
人
平
均
む
し
歯
数
を
全
道
・

全
国
と
比
較
す
る
と
、
む
し
歯

が
多
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た

（
図
３
）。

　
　
歳
児
の
１
人
平
均
む
し
歯

12
数
に
関
し
て
は
、
標
津
町
健
康

増
進
計
画
で
平
成
　
年
度
ま
で

34

に
「
１
本
以
下
に
す
る
」
と
い

う
目
標
を
立
て
、
む
し
歯
予
防

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

 む
し
歯
の
な
い
子
が
 

増
え
る
こ
と
を
願
っ
て
 

　
乳
歯
・
永
久
歯
共
に
む
し
歯

が
多
い
現
状
か
ら
、
新
た
に
平

成
　
年
度
か
ら
５
歳
児
と
　
歳

27

12

児
を
対
象
に
、
む
し
歯
の
な
い

子
の
表
彰
を
実
施
す
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
こ
の
表
彰
を
通
し

て
、
本
町
に
む
し
歯
の
な
い
子

が
増
え
る
こ
と
を
願
っ
て
実
施

し
ま
す
。

　
名
称
は
、
５
歳
児
が
「
歯
っ

ぴ
ー
☆
Ｊ
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｏ
Ｒ
（
ジ
ュ

ニ
ア
）」、　

歳
児
が
「
歯
っ
ぴ

12

ー
☆
Ｓ
Ｔ
Ｕ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
（
ス
チ

ュ
ー
デ
ン
ト
）」
で
す
。

　
表
彰
は
、
各
園
や
各
学
校
で

行
い
ま
す
。

 む
し
歯
 

　
む
し
歯
を
予
防
す
る
こ
と
は

大
事
な
こ
と
で
す
が
、
次
に
大

事
な
こ
と
は
む
し
歯
に
な
っ
た

ら
早
め
に
治
療
を
す
る
こ
と
で

す
。
む
し
歯
は
放
っ
て
置
く
と

ど
ん
ど
ん
進
行
し
て
し
ま
い
ま

す
。
　
早
め
の
治
療
の
１
番
の
メ
リ

ッ
ト
は
、
自
分
の
歯
を
残
せ
る

こ
と
で
す
。　

歳
で
自
分
の
歯

80

を
　
本
残
す
た
め
に
は
、
子
ど

20
も
の
頃
か
ら
の
む
し
歯
予
防
と

早
め
の
治
療
が
必
要
で
す
。
早

め
に
治
療
を
す
る
に
は
、
定
期

的
に
歯
科
検
診
を
受
け
、
む
し

歯
や
歯
周
病
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て

も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
、
お
口
の
健
康

に
つ
い
て
見
直
し
て
み
ま
せ
ん

か
？

標津町保健福祉センター
　　　健康推進担当

　　　緯 82 － 1515

歯と口の健康週間　標語

「おくりたい

未来の自分に

きれいな歯」

「おくりたい「おくりたい　

未来の自分未来の自分にに

きれいな歯きれいな歯」」

図１

図２

図３
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国民年金は、あなたが主人公です
あなたのための
薪国民年金親

　新しく老齢年金を受給される方を対象に、これから年金を受給
するに当たっての留意点や、必要な届け出・手続きについての説
明会を下記の日程で行います。
　参加は任意で事前申し込みは不要ですので、参加を希望される
方は年金証書が届いてから、同封の冊子「年金を受給される皆さ
まへ」を持参のうえ、都合のよい開催日に出席ください。

会　場　中標津町役場（中標津町丸山２-22）

日　時

問合先　釧路年金事務所 
　　　　お客様相談室　緯0154-61-6000
　　　　※音声案内に従い「２」または「３」を押してください

７月の年金出張相談所開設日
日　時：７日昇　13時～17時
　　　　８日昌　9時～14時

場　所：中標津町役場

ご本人や配偶者の年金記号番号、加入期間などを調べてお出かけください。

★相談・お問い合わせはお気軽に住民生活課国民年金担当まで

資源ごみＢ
空缶、ペット・トレー・
発砲、容器包装（プラ）
容器包装（紙）、紙パック
段 ボ ー ル

資源ごみＡ
空缶、ペット・トレー・

発砲、容器包装（プラ）、

び ん 、新 聞 、雑 誌

不燃ごみ
粗大ごみ

可燃ごみ
一般廃棄物収集区域

<有料>

１日捷
15日捷
29日捷

８日捷
22日捷

７月６日捷

11日昭
25日昭

７月９日昭
月・木

若草町・新川上町・川上町・栄町

緑町・曙町・弥栄町・伊茶仁

２日昇
16日昇
30日昇

９日昇
23日昇

７月７日昇

12日晶
26日晶

７月10日晶
火・金

本町・鳩ヶ丘町・双葉町・望ヶ丘町

桜木町・住吉町・東浜町・茶志骨

３日昌
17日昌

７月１日昌

10日昌
24日昌

７月８日昌

13日松
27日松

７月11日松
水・土

川北全域・北標津・西北標津・忠類

古多糠全域・浜古多糠・薫別・崎無異

※７月初回の収集日も掲載しています。
※粗大ごみの収集は収集の前日までに事前の申し込みが必要です。
★粗大ごみの申込先は、渡邊清掃㈱ 0120-79-3106まで。

【４月23日】
標津町シルバー勤労会総会

【４月27日】
合同会社グラスONE地鎮祭

【４月28日】
標津町観光協会総会　

【４月30日】中標津町
根室町村会町長会議

【５月１日】
茶志骨入植記念祭・茶志骨神社祭

【５月３日】
標津料飲店組合通常総会

【５月８日】
第２回標津町議会臨時会

【５月10日】
産業環境に関する懇談会清掃
活動標津きらり大学開校式

【５月11日】
北海道指導林家認定証交付式
標津地区町内会連合会定期総会

【５月14日】
第１回水・キラリ実行委員会

【５月19日】
標津町結婚活動支援プロジ
ェクト協議会設立総会
標津町産業環境に関する３
者会議総会

＜以上、主なもの＞ 

町長の動静
（４月21日～５月20日）

６月のごみ収集日

　汲取月は各地区３ヵ月ごと
に年４回設定しています。
　便槽が満杯にならなくても
汲取月には必ず汲み取ってお
くなど、余裕を持ってお申し
込みください。

 川北全域、北標津
西北標津　　　　

 ６月25日梢木 

 渡邊清掃㈱
 0120-79-3106
0153-82-2220

実施地域

申込期限

申 込 先

月の

汲み取汲み取りり
月月のの 実施地実施地域域７

　毎月、中標津町役場で開設されます「年金出張相談所」を利用
される方は、相談日の10日前までに予約が必要となります。
予約申込先　　釧路年金事務所  
　　　　　　　お客様相談室（緯0154-61-6000）

年金相談は完全予約制です！

平成27年12月２日梢水 第４回平成27年６月３日梢水 第１回

平成28年２月３日梢水 第５回平成27年８月５日梢水 第２回

開催時間：13時15分～14時平成27年10月７日梢水 第３回

乳幼児健康相談日程

６月25日昭  会場：ひまわり

9時～10時
12～13ヵ月
　　　　2歳

13時30分
～14時30分

6～7ヵ月
9～10ヵ月

問合先　保健福祉センターひまわり
　　　　緯82-1515

新規年金受給者説明会が
開催されます

新規年金受給者説明会新規年金受給者説明会がが
開催されま開催されますす
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ご結婚おめでとう！
（古多糠）さん野畑　幸江・さん清水　信吾

（桜木町）さん篠田　麗子・さん北尾　由雄

（望ヶ丘町）さん玉木　智美・さん仙石　孝義

お誕生おめでとう！

倫也・李沙 （伊　茶　仁）ちゃん古川　 心春 
こ は る

智臣・知香（北　標　津）くん榧木　 秋慈 
しゅうじ

おくやみ申しあげます
97歳（桜ヶ丘町）さん更谷キクヱ

88歳（緑　　町）さん熊谷　榮一

77歳（桜　木　町）さん三上　太郎

93歳（西北標津）さん吉田　ツル
※ご家族の了承を得て掲載しています。

（４月11日～５月10日届出分（４月11日～５月10日届出分））
戸戸籍籍のの窓窓口口かからら戸籍の窓口か戸籍の窓口からら

時　間会　場月　日

８時30分　　

　～17時15分

役場１階窓口
６月27日梢土 

６月28日梢日 
川北生涯学習センター

　仕事の都合などで、平日に役場や指定金融機関で「町税など

の納税・納付ができない」「納税相談に行けない」などさまざま

なご事情でお困りの方のために、次のとおり「休日納税相談窓

口」を開設します。

　町道民税や国民健康保険税、公営住宅使用料、上下水道料な

どを納めることができますので、必ず納付書を持参のうえお気

軽にご利用ください。

　また、病気や事故などで納期内に納税できない方は、そのま

まにしておかず、早めにご相談ください。

町税などの｢休日納税窓口｣をご利用ください

【今月の納期一覧】
●６月30日梢火 

　　第１期国民健康保険税、第１期介護保険料

「現年度分収納率100%」をめざして
STOP　the滞納！

薪みなさんの納税　まちづくりを支えています親
●標津病院に害害

さん焔熊谷　ミヨ
焔特定非営利活動法人キラリ工房さま

●社会福祉協議会に害害
さん焔更谷　良勝さん焔開坂　英夫
さん焔熊谷　ミヨさん焔松本けい子

●はなます苑に害害
さん焔熊谷　ミヨさん焔川口　洋子
さん焔中條　幸子さん焔今野久美子
さん焔林　　裕子さん焔水澤美惠子
さん焔鈴木　時子さん焔山﨑　利子

さん（中標津町）焔小野　憲男
焔若草会さま焔理容こばやしさま

※ご本人・団体の了承を得て掲載しています。

（４月11日～５月10日受納分（４月11日～５月10日受納分））
寄寄付付・・寄寄贈贈あありりががととううごござざいいままししたた寄付・寄贈ありがとうございまし寄付・寄贈ありがとうございましたた

　国民年金基金は、老後に受け取る国民年金（老齢基礎年金）

の不足分を補うための上乗せ年金として創設された公的な年

金です。

　平成25年４月から60歳以上65歳未満の方で、国民年金に

任意加入されている方も加入できるようになりました。

　詳しくは、北海道国民年金基金（フリーダイヤル：0120－

65－4192）へお問い合わせください。

ご存じですか？「国民年金基金」

一度教室に遊びに来てみませんか？
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　国内で働く外国人の就労状
況をみると、社会保険などの
未加入や適正な労働条件が確
保されていないなどの問題が
散見されます。
　外国人を雇用する際は、あ
らためて次の３点を確認し、
ルールを守った適正な雇用を
お願いします。
　①就労が認められる在留資

格であること
　②雇い入れ・離職の際には、
それぞれハローワークに
届け出を行うこと

　③社会保険などの加入をは
じめ、適正な雇用管理を
行うこと

問合先 
　ハローワーク中標津
　　緯0153-72-2544
　釧路労働基準監督署
　　緯0154-42-9711 

　釧路地方法務局、釧路人権
擁護委員連合会では、6月22
日～28日を『全国一斉「子ど
もの人権110 番」強化期間』
として、電話による相談時間
を延長して対応します。
　「いじめ」や体罰、不登校や
親による虐待など、子どもを
めぐる人権問題についての相
談を受け付けており、大人も
利用可能です。
◆「子どもの人権110番」
　フリーダイヤル（全国共通）
　　緯0120-007-110
実施期間および相談時間
　６月22日梢月 ～26日梢金 
　　８時30分～19時
　６月27日梢土 ～28日梢日 
　　10時～17時
問合先 
　釧路地方法務局　担当：池廣
　　緯0154-31-5014 

　この時期は、観光やドライ
ブなどで交通量が増え、スピ
ードの出し過ぎによる交通事
故が増える傾向にあります。
　交通ルールとマナーを守り、
ゆとりある運転を心がけまし
ょう。
期　間　
　６月５日梢金 ～14日梢日 
重　点
○高齢者事故防止
○自転車走行ルール・マナー
アップ
○シートベルト全席着用
○スピードダウン
○飲酒運転根絶
○居眠り運転防止
○デイ・ライト実践
－住民生活課・中標津警察署－

　毎年恒例の「セーフティラ
リー」を本年も実施します。
　無事故・無違反で、めざせ
笑顔のゴールイン！
申込期限　
　６月30日梢火 
実施期間　
　７月１日梢水 ～10月31日梢土 
参加部門　
　５人部門、３人部門、個人部門
参　加　費　630円／人
問　合　先
　住民生活課 交通住民担当
　（内線125）

６月は「外国人労働者
問題啓発月間」です！

労　働

全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間

人　権

春の行楽期の交通安全
運動が始まります

交　通

「セーフティラリー北海道
2015」参加者募集

　町では、各種障害手帳や障害手当・年金などの手続きについ
て記載した「しべつ心身障がいガイドブック」を作成しました。
　ガイドブックを希望される方は、下記へお問い合わせください。
問合先　保健福祉センターひまわり 緯82-1515（内線543）

しべつ心身障がいガイドブックについて

　町では、ツイッターを通じて情報の発信を行っており、イ
ベント情報など、防災行政無線の放送内容が随時更新されて
います。なお、この公式アカウントは情報発信専用につき、
原則として返信などは行っておりません。
　URLは下記の通りですので、ぜひご覧ください。
　http://twitter.com/shibetsu_town
※右のQRコードからもアクセスできます →

で暮らしの情報発信中！
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スポーツ

☆６月のスポーツ☆

１日梢月 、８日梢月 
　ミニテニス教室

〔10時～　総合体育館〕
　ヨーガ教室

〔19時～　あすぱる〕
１日梢月 、22日梢月 
　スポーツ体験教室

〔16時～　総合体育館〕
３日梢水 ～24日梢水 
　レッツ・ウォーキング
〔毎週水曜18時30分～　町内〕
６日梢土 
　体協チャリティー春まつり

〔18時～　あすぱる〕
　全日本少年野球大会支部大会

〔８時～　町営球場〕
７日梢日 、21日梢日 
　高松宮賜杯1部野球大会支部大会

〔８時～　町営球場〕
14日梢日 
　高松宮賜杯2部野球大会支部大会

〔８時～　町営球場〕
16日梢火 
　体組成計からだチェックデー
〔10時～、18時～　総合体育館〕

20日梢土 、27日梢土 
　管内中体連野球大会

〔８時～　町営球場〕
28日梢日 
　第36回町民300歳ソフトボール大会
〔８時30分～　町営球場ほか〕
28日梢日 、29日梢月 
　幼児期運動モデル事業研修会

〔総合体育館ほか〕
29日梢月 
　スポーツクラブの日「すぽっと広場」

〔19時～　総合体育館〕
〈以上、主な大会、教室など〉

　消防法の改正により、平成23年6月1日から全ての住宅
に住宅用火災警報器の設置が義務化となっています。
　これは、主に就寝中の火災を早期に発見し、逃げ遅れに
よる死者を防ぐことを目的としたものです。　
　設置義務化から既に4年が経過しましたが、まだ設置さ
れていないご家庭には、大切な「命」を守るためにも早期
の設置をお願いします。

設置義務箇所　
　・寝室として使用している全ての部屋
　・階段上部（寝室が２階にある場合）
警報器の種類　煙式住宅用火災警報器
設置する位置
　・天井に設置する場合、壁から60㎝以上離す
　・壁に設置する場合、天井から15～50㎝の間
　

取　　扱　　店
　町内家電販売店および家電取扱店など
注　　　　意　
　悪質な訪問販売には十分ご注意ください。消防職員や
消防団員が住宅用火災警報器を売り歩くことはありませ
ん。悪質な訪問販売などの行為を受けたり、設置に関し
て不明な点がある場合は、お気軽に消防署へお問い合わ
せください。
問　　合　　先
　標津消防署予防係　緯82-2319

住宅用火災警報器の設置義務化について

〈天井の場合〉

火災警報器の中

心を壁から60㎝

以上離します。

▼通常の壁面からの取付位置
火災警報器の

中心を梁から

60㎝以上離し

ます。

▼梁などがある場合取付位置

〈側面の場合〉

天井から15～50㎝

以内に火災警報器

の中心がくるよう

に取り付けます。

換気扇やエアコ

ンの吹き出し

口から1.5

ｍ以上離

します。

▼エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置
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統　計

国勢調査にご協力ください

　本年10月１日現在で、日
本国内に住む全ての人を対象
に、“平成27年国勢調査”が
実施されます。
　調査事項は、「男女の別」
「出生の年月」「配偶の関係」
「就業状態」「従業地または通
学地」など世帯員に関する13
項目と、「世帯員の数」「住居
の種類」「住宅の建て方」な
ど世帯に関する４項目の計
17項目です。
　調査は、調査票の配布に先
行して「インターネット回答
の利用案内」が配布され、イ
ンターネット回答のなかった
世帯のみに調査票を配布する
方法で行われます。
　趣旨をご理解のうえ、調査
へのご協力をお願いします。

町内会・団体などの人事町内会・団体などの人事短短信信
（5月10日までの報告分）※敬称略

標津消防団副団長　　　

新戸田雅彦　旧菅原清継

標津消防団第１分団長

新斉藤　誠　旧戸田雅彦

標津町農業協同組合女性部長

新川瀬香苗　旧熊谷幸子

標津漁業協同組合青年部長

新小野瀨渉　旧富森大輔

標津町商工会青年部長

新藤本亮司　旧石川　堅

標津町PTA連合会長　

新木村幸裕　旧高橋秀樹

　国は平成４年度から世界禁煙デーを初日とする１週間を
「禁煙週間」と定めています。
　たばこによる健康被害は、多数の科学的知見により因果関
係が確立しています。
　喫煙は、がん、循環器疾患（脳卒中、虚血性心疾患など）、
COPD（慢性閉塞性肺疾患）、糖尿病、周産期の異常（早産、
低出生体重児、死産、乳児死亡など）の原因となります。
　また、喫煙者周囲の人が間接的にたばこの煙を吸い込む受
動喫煙も、虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児のぜんそく
や呼吸器感染症、乳幼児突然死症候群（SIDS）のリスクを高
めます。
　このように、たばこの煙はわずかに吸い込むだけでも健康
被害を生じさせますが、禁煙することによる健康改善効果も
明らかにされています。
　たばこに含まれるニコチンには依存性があり、自分の意思
だけでは、やめたくてもやめられない
ことが多い状況にあります。
　禁煙したいと考えている方には、医
療機関での禁煙治療などの方法があり
ます。標津病院は禁煙外来を開設して
いますので、ぜひご相談ください。
　この機会に、喫煙・禁煙について、
今一度考えてみませんか？

－保健福祉センター健康推進担当－

5555555555月月月月月月月月月月33333333331111111111日日日日日日日日日日～～～～～～～～～～6666666666月月月月月月月月月月6666666666日日日日日日日日日日はははははははははは禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間でででででででででで5月31日～6月6日は禁煙週間ですすすすすすすすすすす

　標津病院では、看護職員「看護師・准看護師」３人（常勤、

パートのどちらでも勤務可能）を募集しています。

　看護業務の従事を希望される方は、履歴

書および看護師・准看護師免許証の写しを

標津病院事務室へ提出ください。

　なお、面接は随時行います。募集要件な

ど詳しくは、下記へお問い合わせください。

問合先　標津病院　緯82-2111

　中標津保健所では、毎月こころの問題でお悩みの方を対象と

した、精神科医師によるテレビ電話での遠隔相談を開設してい

ます。相談は完全予約制となります。

相談日時　６月24日梢水  13時30分～15時30分

相談場所　中標津保健所診察室

予　約　先　中標津保健所健康推進課　緯0153-72-2168

　※保健師による相談は随時受け付けています。

 精神保健福祉遠隔相談日程6月の

～看護職員を募集しています～

－総務課 広報統計担当－
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年
５
月
に
千
葉
県

房
総
半
島
の
南
端

の
館
山
市
よ
り
標
津
町
に

移
り
ま
し
て
、
よ
う
や
く

１
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。

　
こ
う
話
す
と
、
親
戚
や

縁
者
が
居
な
さ
そ
う
な
の

に
何
で
？
と
思
わ
れ
る
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い

ま
す
が
、
私
に
し
て
み
れ

ば
標
津
町
は
縁
深
い
場
所

に
な
り
ま
す
。

　
す
で
に
北
海
道
で
の
生

活
は
　
年
、
そ
の
う
ち
　

33

10

年
（
昭
和
　
年
～
平
成
８

62

年
）
は
、
農
業
改
良
普
及
員

と
し
て
標
津
町
の
酪
農
地

域
で
仕
事
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
当
時
、
新
米
普
及
員
で

酪
農
の
事
で
分
か
ら
な
い

事
が
あ
れ
ば
、
本
を
持
っ

て
は
酪
農
家
の
方
々
に
聞

き
に
行
き
、「
そ
ん
な
ん
じ

ゃ
ダ
メ
だ
！
！
！
」
と
叱

ら
れ
る
事
を
繰
り
返
し
、

多
く
の
貴
重
な
経
験
を
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　
当
時
、
私
の
様
な
素
人

の
つ
た
な
い
質
問
に
も
酪

農
家
の
方
々
は
、
何
回
も

耳
を
傾
け
、
自
ら
の
試
行

錯
誤
し
た
経
験
と
実
践
を

教
え
て
下
さ
り
、
現
場
を

見
る
目
に
磨
き
を
か
け
て

下
さ
っ
た
事
に
大
変
感
謝

し
て
い
ま
す
。
当
時
は
仕

事
上
、
標
津
町
に
は
住
ん

で
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

１
日
の
大
半
を
標
津
町
の

方
々
と
接
し
て
い
た
事
に

な
り
ま
す
。
今
思
っ
て
み

る
と
、
あ
っ
と
い
う
間
で

刺
激
的
な
　
年
間
で
し
た

10

し
、
人
と
人
と
の
つ
な
が

り
の
大
切
さ
を
実
感
し
た

地
で
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
経
験
は
、
後
の
千

葉
県
館
山
市
で
の
カ
フ
ェ

経
営
に
も
役
立
ち
ま
し
た

し
、
再
び
標
津
町
の
地
に

住
ん
で
、
働
く
こ
と
が
出

来
る
の
も
、
人
と
人
と
の

つ
な
が
り
が
あ
っ
た
か
ら

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
最
近
家
内
が
「
標
津
の

牛
乳
は
、
や
っ
ぱ
り
美
味

し
い
ね
」
と
言
い
ま
す
。

こ
れ
も
こ
の
町
に
住
ん
で

い
る
か
ら
こ
そ
で
す
ね
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
次
の
「
ま
ち
の
声
」
は

杉
山
　
明
仁
さ
ん
（
薫
別
）

で
す
。

「 感　謝 」

 金  子 　 知  夫 さん
かね こ とも お

（桜ヶ丘町）
 標津町農業協同組合

磁平成27年4月30日現在（前月比）

（＋　 30）5,412人・人　口

（＋　 14）2,643人　　男　

（＋　 16）2,769人　　女　

（＋　 20）2,322世帯・世帯数

◆人口前月比の内訳

比較減増
＋　28人転出　24人転入　　52人

＋　　2人死亡　　 2人出生　　 4人

＋　30人　計　　26人　計　　56人

人のうごき
☆
標
津
町
民
憲
章
☆

（
昭
和
　
年
　
月
３
日
制
定
）

46

11

磁
健
康
で
働
き
楽
し
い
家
庭
を
つ

く
り
ま
し
ょ
う
。

磁
自
然
を
愛
し
美
し
い
郷
土
を
つ

く
り
ま
し
ょ
う
。

磁
た
が
い
に
助
け
合
い
暖
か
い
社

会
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

磁
心
を
豊
か
に
し
文
化
を
高
め
ま

し
ょ
う
。

磁
子
ど
も
の
夢
を
育
て
平
和
な
町

を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

7月の運転免許更新時講習会
　優良運転者で、更新手続きを終

了した方のみ受講できます。

 　７月７日昇　13時30分13時30分～

あすぱ 　あすぱる

住民生活 　住民生活課

日日　時

場場　所

問合先

磁平成27年4月1日～4月30日
（本年の累計）

）1（0件・人身事故
）1（0件・負　傷　者
）0（0件・死　亡　者
）49（7件・物損事故

町内の交通事故

昨

試暖かい日が続き、観測至上最
も早く桜が開花しました。春満
開の桜に見送られながら、各河
川でのサケ稚魚の放流が行われ、
稚魚たちが海に旅立って行きま
した。北の海での長い旅を無事
に終えて、1匹でも多く故郷に
帰ってきて欲しいものです。
試緑も日ごとに色濃くなり、山
菜が美味しい時期。週末はギョ
ウジャニンニクやコゴミ、クレ
ソンなど春ならではの味覚を楽
しんでいます。気がつけば夏は
すぐそばに。プールが開いたら
減量しよう…。　　　　　（Ｔ）


